
【ｍｏｄｅｃｃａポイントサービス規約】新旧対照表 

旧 新 

第 1 条（目的） 

本規約はモデッカ VISA・JCB 統一会員規約（以下、「会

員規約」という。）で定める会員に対して、モデルクレ

ジット株式会社（以下、「当社」という。）が提供するカ

ードご利用特典（以下、「ｍｏｄｅｃｃａポイントサー

ビス」という。）の内容および会員の特典を受けるため

の条件等を定めるものです。 

 

第 1 条（目的） 

ｍｏｄｅｃｃａポイントサービス規約（以下、「本規約」

という。）は、モデッカ VISA・JCB 統一会員規約、モデ

ッカ VISA コーポレートカード会員規約、ヒラカワビジ

ネスカード会員規約（以下、あわせて「会員規約」とい

う。）で定める本会員および家族会員（法人カードの場

合はカード使用者。以下、あわせて「会員」という。）

に対して、モデルクレジット株式会社（以下、「当社」

という。）が提供するカードご利用特典（以下、「ｍｏｄ

ｅｃｃａポイントサービス」という。）の内容および会

員の特典を受けるための条件等を定めるものです。 

第 2 条（総則） 

ｍｏｄｅｃｃａポイントサービスとは、会員が会員規

約第 1 章第 7 条（1）に定める加盟店（以下「加盟

店」という）において、カードにより商品またはサー

ビス（以下「商品等」という）を購入した時に商品ご

との購入金額に応じて当社が会員に対してポイントを

付与し、会員は獲得したポイントを当社が提供する商

品、請求割引等と交換することができる制度です。 

 

第 2 条（総則） 

ｍｏｄｅｃｃａポイントサービスとは、会員がモデッ

カ VISA・JCB 統一会員規約第 1 章第 7 条第 1 項および

モデッカ VISA コーポレートカード会員規約第 10 条第

1 項ならびにヒラカワビジネス会員規約第 2 章第 1 条

第 1 項に定める加盟店（以下、「加盟店」という。）にお

いて、カードにより商品またはサービス（以下「商品等」

という）を購入した時に商品ごとの購入金額に応じて

当社が会員に対してポイントを付与し、会員は獲得し

たポイントを当社が提供する商品、請求割引等と交換

することができるシステムです。 

第 3 条（ポイントの付与） 

1．ポイントは当社が送付するご利用代金明細書（以

下、「明細書」という。）に記載される新規のご利用金

額から、カードキャッシング・顧客手数料・ギフトカ

ード・タクシーチケット・一部提携先の会費支払を除

いた金額について付与されるものとします。 

2．（新設） 

 

 

 

 

2．（略） 

3．会員がカードのご利用において、1 回払い、2 回払

い、分割払い、ボーナス払い（ワン・ツーショッピング）

ボーナス併用分割払い、リボルビング払いを指定した

ときは、当該利用金額をポイント対象金額として、最初

の請求時にポイントが付与されるものとします。但し、

第 3 条（ポイントの付与） 

1．ｍｏｄｅｃｃａポイント（以下、「ポイント」とい

う。）は、会員の新規ご利用金額（カードキャッシン

グ・顧客手数料・ギフトカード・タクシーチケット・

一部提携先の会費支払い等を除く。）をポイント対象

金額として付与します。 

2．付与したポイントは、当社の「モデッカ Web サー

ビス」でご確認いただけます。また、当社が送付する

ご利用代金明細書（以下、「明細書」といい、Web 利

用明細も含む。）の所定の記載欄でご確認いただけま

す。 

3．（略） 

4．会員がカードご利用の際に、1 回払い、2 回払い、

分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用分割払い、

リボルビング払いを指定したときは、当該ご利用金額

をポイント対象金額として、ご利用日（当社に売上デー

タが到着した日）の翌日にポイントを付与するものと



ボーナス一括払い（ワン・ツーショッピングを含む）を

指定されたときは、明細書に最初に表示されたときに

ポイントが付与されるものとします。 

4．ポイントの還元は 1 ポイントを 1 円で計算するもの

とします。（新設） 

 

5．ポイントは、当社が送付する明細書に表示されたこ

とによって発効するものとします。 

6．～8．（略） 

9．会員規約に定める家族会員によるカードご利用に

基づくポイントは当該家族会員が属する本人会員のポ

イントと合算して、本人会員に付与されるものとしま

す。 

 

10．～11．（略） 

します。但し、ご利用店舗によっては、売上データの到

着が遅く、ご利用日の翌日にポイント付与ができない

場合がございます。 

5．ポイントの還元は 1 ポイントを 1 円で計算するも

のとします。但し、ポイント交換する商品によって

は、1 ポイント 1 円とならない場合がございます。 

5．（削除） 

 

6．～8．（略） 

9．会員規約に定める家族会員（法人カードの場合は

カード使用者）によるカードご利用に基づくポイント

は当該家族会員（法人カードの場合はカード使用者）

が属する会員規約に定める本会員のポイントと合算し

て、当該本会員に付与されるものとします。 

10．～11．（略） 

第 4 条（ポイントの有効期限） 

ポイントの有効期限はポイント増減等の行われた月を

含めて 25 ヶ月～36 ヶ月とし、期限到来年 3 月末日限

りで失効となります。 

第 4 条（ポイントの有効期限） 

ポイントの有効期限はポイント増減等の行われた月を

含めて商品等に応じて 25 ヶ月～36 ヶ月とし、期限到

来した年の 3 月末日限りで失効となります。 

第 6 条（明細書におけるポイント表示） 

1.本規約第 3 条の定めに基づく会員の獲得ポイントを

「前月獲得ポイント」とし、明細書に表示します。 

2 本規約第 3 条（6）に基づくボーナスポイントの発

生・獲得において「前月獲得ボーナスポイント」と

し、明細書に表示します。 

3. 第 8 条に基づく売上の取消・無効によるポイントの

取消・無効を「調整ポイント」とし、明細書に表示し

ます。 

第 6 条（明細書におけるポイント表示） 

本規約第 3 条の定めに基づき会員が獲得したポイント

および本規約第 3 条第 6 項に基づき発生・獲得したボ

ーナスポイント並びに本規約第 9 条に基づく売上の取

消・無効に伴う取消・無効としたポイントを、明細書

の所定の位置に表示します。 

第 7 条（ポイントの交換） 

ｍｏｄｅｃｃａポイントサービスに基づく商品（以下

「商品」という）の交換は、次のとおり行います。 

 

1．（新設） 

 

 

2．（新設） 

 

 

 

1.～2.（略） 繰り下げ 

3. 前項の審査の結果、当社が会員またはその家族会員

第 7 条（ポイントの交換） 

ｍｏｄｅｃｃａポイントサービスに基づく商品（以

下、「商品」といい、請求割引等も含む。）の交換は、

次のとおり行います。 

1．交換できるポイントは、500 ポイント以上からと

し、500 ポイントごとに商品と交換することができま

す。 

2．ポイントの交換は、ご利用日の翌日から交換でき

るものとします。但し、ご利用店舗によっては、売上

データの到着が遅く、ご利用日の翌日にポイント交換

ができない場合がございます。 

3～4（略） 

5 前項の審査の結果、当社が、会員が本規約および会



が本規約および会員規約に違反していると認めたとき

は、当社は当該会員への商品の提供を拒否することが

できるものとします。 

4.～7.（略） 

員規約に違反していると認めたときは、当社は当該会

員への商品の提供を拒否することができるものとしま

す。 

6～9（略） 

（新設） 

 

第 8 条（ポイントの管理） 

1.会員がポイント交換のために ID・パスワードを取得

した場合には、自己の責任において管理、保管するも

のとし、会員による管理不十分、利用上の過誤、第三

者の利用によって会員が受けた損害（カードの一時停

止手続きを行う前に第三者がポイントを利用したこと

による損害も含みますが、これに限りません。）につ

いては、当社は責任を負いません。 

2.会員は、ポイントおよびこれにかかる一切の権利を

第三者に譲渡、貸与等の処分をすることはできず、第

三者に使用または権利を行使させることはできませ

ん。 

第 8 条（ポイントの取消等） 

（略） 

第 9 条（ポイントの取消等） 

（略） 

第 9 条（ポイントの消失等） 

1. 会員が退会する場合には、退会時点で累積している

すべてのポイントは消失するものとします。また、退

会手続き後に発生したカードご利用についてもポイン

トは付与しないものとします。 

2.～3.（略） 

4. 会員が会員規約第 1 章第 13 条（3）により新たな

カードが発行されない場合は、累積している全てのポ

イントは消失するものとします。 

 

第 10 条（ポイントの消失等） 

1. 会員がカードを退会する場合には、退会時点で累積

しているすべてのポイントは消失するものとします。

また、退会手続き後に発生したカードご利用について

もポイントは付与しないものとします。 

2.～3.（略） 

4. 会員がモデッカ VISA・JCB 統一会員規約第 1 章第

13 条第 4 項およびモデッカ VISA コーポレートカード

会員規約第 1 章第 16 条第 4 項ならびにヒラカワビジ

ネスカード会員規約第 1 章第 13 条第 4 項により新た

なカードが発行されない場合は、累積している全ての

ポイントは消失するものとします。 

第 10 条（変更・中止・終了） 

（略） 

第 11 条（変更・中止・終了） 

（略） 

 


